
－3－ 

令和５年第１回五霞町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                    令和５年３月３日（金曜日）午前１０時開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第 ３号 五霞町教育委員会委員の任命同意について 

日程第 ５ 議案第 ４号 五霞町個人情報保護法施行条例 

日程第 ６ 議案第 ５号 五霞町行政不服審査会条例等の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議案第 ６号 五霞町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議案第 ７号 五霞町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例 

日程第 ９ 議案第 ８号 五霞町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び五

霞町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例 

日程第１０ 議案第 ９号 五霞町会計年度任用職員の給与、費用弁償、勤務条件等に関

する条例の一部を改正する条例 

日程第１１ 議案第１０号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例 

日程第１２ 議案第１１号 五霞町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議案第１２号 五霞町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

日程第１４ 議案第１３号 五霞町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

日程第１５ 議案第１４号 五霞町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

日程第１６ 議案第１５号 令和４年度五霞町一般会計補正予算（第７号） 

日程第１７ 議案第１６号 令和４年度五霞町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 



－4－ 

日程第１８ 議案第１７号 令和４年度五霞町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

日程第１９ 議案第１８号 令和４年度五霞町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２０ 議案第１９号 令和４年度五霞町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２１ 議案第２０号 令和４年度五霞町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２２ 議案第２１号 令和４年度五霞町水道事業会計補正予算（第４号） 

日程第２３ 議案第２２号 令和５年度五霞町一般会計予算 

日程第２４ 議案第２３号 令和５年度五霞町国民健康保険特別会計予算 

日程第２５ 議案第２４号 令和５年度五霞町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第２６ 議案第２５号 令和５年度五霞町介護保険事業特別会計予算 

日程第２７ 議案第２６号 令和５年度五霞町水道事業会計予算 

日程第２８ 議案第２７号 令和５年度五霞町公共下水道事業会計予算 

日程第２９ 議案第２８号 令和５年度五霞町農業集落排水事業会計予算 

日程第３０ 発議第 １号 五霞町議会予算特別委員会の設置 

日程第３１ 発議第 ２号 五霞町議会の個人情報の保護に関する条例 

日程第３２ 休会の件 

──────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 

──────────────────────────────────────────── 

出席議員（１０名） 

     １番  小野寺 宗一郎 君      ２番  黛   丈 夫 君 

     ３番  江 森 美佐雄 君      ４番  山 本 芳 秀 君 

     ５番  植 竹 美智雄 君      ６番  新 井   庫 君 

     ７番  伊 藤 正 子 君      ８番  宇 野 進 一 君 

     ９番  鈴 木 喜一郎 君     １０番  樋 下 周一郎 君 

欠席議員（０名） 

     な  し 

──────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 



－5－ 

町 長 染 谷 森 雄 君 副 町 長 田 神 文 明 君 

教 育 長 森 田 恵美子 君 総 務 課 長 大 関 千 章 君 

ま ち づ く り 
戦 略 課 長 鳩 貝 浩 之 君 

会計管理者兼 
町民税務課長 山 下 仁 司 君 

健康福祉課長 荒 井 富美子 君 生活安全課長 古 郡 健 司 君 

産 業 課 長 兼 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

笈 沼 光 行 君 都市建設課長 大 橋   勝 君 

上下水道課長 松 村 聖 市 君 教 育 次 長 猪 瀬 英 子 君 

──────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 田 口 啓 一 書 記 田 中 孝 平 

  書 記 伊 藤 弘 美 

 



－6－ 

 



- 7 - 
 

開会 午前１０時００分 

 
◎開会宣告及び議長挨拶 

○議長（新井 庫君）おはようございます。 
定刻になりましたので、ただいまから令和５年第１回五霞町議会定例会を開会いたしま

す。 
開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 
３月に入りましたが、まだ寒い日もありますが、日ごとに暖かい日が近づいてくるのでは

ないかと感じております。 
さて、世界へ目を向けますと、ロシアによるウクライナへの侵攻から１年が経過いたしま

したが、いまだ終息が見えず、激しい戦闘が行われております。五霞町議会でも、ロシアに

よるウクライナ侵攻に断固抗議する決議を行っております。一日も早い平和的解決が望ま

れます。 
また、先日のトルコ・シリア地震では、多くの方々が被災されております。被災されまし

た地域の皆様方の一日も早い復興とお亡くなりになった方々の御冥福をお祈り申し上げま

す。なお、地震災害に伴う国際消防救助隊の一員として、西南広域消防本部から隊員１名を

派遣し、救助活動に従事していただいたところでございます。心より感謝申し上げます。 
本日は、議員各位には何かとお忙しい中、御出席をいただき、まことにありがとうござい

ます。 
本定例会では、引き続き新型コロナ感染症拡大防止対策を講じた上での開催とさせてい

ただきます。室内での開催ですので、マスクの着用、場内換気の実施など、皆様の御理解と

御協力をお願い申し上げます。 
本定例会には、人事案件、条例の制定や一部改正、各会計補正予算、令和５年度予算など

が議案として提出されております。議員各位には、慎重なる審査と円滑なる運営がなされま

すようよろしくお願い申し上げます。 
なお、本定例会開催にあたり、去る２月 22 日、午前 10 時から議会運営委員会が開催さ

れ、別紙令和５年第１回五霞町議会定例会会期及び審議表のとおり協議されておりますの

で、御報告申し上げます。 
 
 
 

◎会議成立の宣言 
○議長（新井 庫君）ただいまの出席議員は、全員出席の 10 名で会議は成立いたします。 
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◎町長挨拶 
○議長（新井 庫君）ここで、町長の挨拶をお願いします。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）改めまして、おはようございます。 
開会に当たりまして、一言御挨拶を述べさせていただきます。 
本日は、令和５年の第１回五霞町議会定例会を開催いたしましたところ、議員各位におか

れましては、年度末、何かとお忙しい中、御出席をいただきましてまことにありがとうござ

います。また、傍聴席の皆様、大変、本日は傍聴ありがとうございます。どうぞよろしくお

願いをいたします。 
そういう中で、先ほど議長のほうからもお話がございましたが、今年度も年度末、残すと

ころ、あと１カ月ということになりました。そういう中で、徐々に日差しのほうも伸びてま

いりまして、春の訪れを感じさせるところでございます。ただ、昨日もそうですが、寒暖の

差ですね。大変激しいものがございまして、ひとつ体調管理には十分注意をしていただけれ

ばと思います。 
そういう中で、これも議長のほうからもありましたが、２月６日ですか。トルコ南東部の

シリアとの国境付近を震源地とするマグニチュード 7.8 の大変大きな地震が発生いたしま

して、間もなく１カ月近くになろうとしておりますが、５万人以上の死者が出たということ

ですし、また、多くの負傷者も発生しております。建物が倒壊して壊滅的な被害が発生をし

ておるわけですが、お亡くなりになられた方に対しましては、心より御冥福をお祈り申し上

げる次第でございますし、また、SDGｓの精神にのっとって、本当に全世界から支援の輪が

広げられようとしておるところでございます。一日も早い復興を願うところでございます。 
本町といたしましても、このトルコ・シリアの地震救援のためには、募金活動もさせていた

だいております。また、議会のほうからも御協力をいただけるということで、大変ありがた

く思っているところでございます。 
それから、この新型コロナについてでございますが、４年目に入っておりまして、現在、

感染者数が全国的にも減少傾向となってきております。その中で、国のほうは、先般、今ま

での２類から今度は５類に引き下げるという方針をとられました。ただ、５類に引き下げま

しても、このコロナが終息したわけではございません。そういう中で、今後も年間を通じま

して急なまた感染拡大があるかもしれませんので、それに向けても臨機応変に対応できる

ように緊張感を持って取り組んでまいりたいと思います。先般、１日に朝礼を行いまして、

全職員にも、この件についてはお話をさせていただきました。 
それから、これは議長からもありましたが、ロシアによるウクライナ侵攻。これから１年

が経過しようとしております。武力の行使によって、また脅しによって領土の獲得。これの

違法性は、誰もが認めるわけにはいきません。この 21 世紀にあって、本当にロシアのあっ

てはならない暴挙でございます。一刻も早く公正で恒久的な平和実現を願うところでござ

います。 
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これらの影響によって、いろいろ燃料、また物価高、日本の我々の生活にもいろんな影響

が出てきております。これらも踏まえて、令和４年度は行政運営もさせていただきましたが、

何とか乗り越えることもできたのではないかと思いますし、皆さんの協力に心から感謝を

申し上げる次第でございます。 
さて、そういう中で、いよいよ本日から定例会が開会されるわけでございますが、今定例

会が、私の町長としての最後の定例会となるわけでございますし、また、議員の皆さんも改

選期前の最後の議会となるわけでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げたい

と思います。 
そして、本定例会には、執行部といたしましては人事案件が１件、それから条例の制定及

び改正が 11 件、令和４年度一般会計及び特別会計等の補正予算が７件、それから、令和５

年度の一般会計及び特別会計等の予算が７件、大変多いですが、合計 26 件の御提案をさせ

ていただくこととしております。 
詳細につきましては、お手元の議案書によりまして説明させていただきますので、慎重な

る審議の上、適切な議決を賜りますようによろしくお願いを申し上げまして、開会の御挨拶

とさせていただきます。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 
 

◎開議の宣告 
○議長（新井 庫君）これから本日の会議を開きます。 
会議規則第 20 条による本日の議事日程は、お手元に配付いたしました令和５年第１回五

霞町議会定例会日程（第１号）のとおりであります。 
 
 
 

◎会議録署名議員の指名 
○議長（新井 庫君）日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
会議規則第 120 条の規定により１番、小野寺宗一郎君、７番、伊藤正子君の２名を会期

中の署名議員として指名いたします。 
 
 
 

◎会期の決定 
○議長（新井 庫君）日程第２、会期の決定について議題といたします。 
お諮りいたします。 
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本定例会の会期を本日３日から 16 日までの 14 日間といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、会期は本日３月３日から３月 16 日までの 14 日間とすることに決定いたしまし

た。 
 
 
 

◎諸般の報告 
○議長（新井 庫君）日程第３、諸般の報告をいたします。 
地方自治法の規定に基づく、例月出納検査の監査結果について、地方自治法第 235 条の

２第３項の規定に基づき、監査委員より報告がありましたので、その写しを配付しておりま

す。御確認ください。 
続きまして、地方自治法第 121 条の規定による本日の議案説明員は、お手元に配付いた

しました資料のとおりです。御確認ください。 
傍聴の皆様にお願いを申し上げます。 
新型コロナ感染症対策のため、座席の間隔及びマスク着用等の御理解、御協力お願いいた

します。 
また、本日の会議は、役場庁舎内へ映像配信を行うとともに、後日、町ホームページを通

じて録画映像の配信も行いますので、御理解、御協力お願いいたします。なお、傍聴席が映

像範囲に入ることもございますので、あらかじめ御承諾をお願いいたします。 
以上で諸般の報告を終わります。 

 
 
 

◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 
○議長（新井 庫君）これより議事に入ります。 
初めに、日程第４、議案第３号 五霞町教育委員会委員の任命同意についてを議題といた

します。 
なお、本案件に関する参考資料の配付依頼がありましたので、お手元に配付しております。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第３号 五霞町教育委員会委員の任命同意についてを御提案申し

上げます。 
五霞町教育委員会委員の任命同意についてですが、現在、教育委員であります石垣洋子氏
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が令和５年３月 31 日で任期満了となります。現在、石垣洋子氏は、教育委員として本町教

育行政に多大な御尽力をいただいております。今後も小学校の統合、小中一貫教育の実現等、

本町教育の発展にお力添えを賜りたく、委員としての任命について議会の同意を求めるも

のでございます。 
今回、新たに任命されますと、令和９年３月 31 日までの４年間の任期となります。 
なお、同氏の経歴書をお手元に配付してありますので、よろしく御審議の上、御賛同を賜

りますようによろしくお願い申し上げたいと思います。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
これより討論に入ります。 
討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）討論なしと認めます。 
これで討論を終結いたします。 
議案第３号を採決いたします。 
本案は、原案のとおり任命同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛 成 者 起 立〕 
○議長（新井 庫君）起立全員です。 
着席願います。 
よって、議案第３号 五霞町教育委員会委員の任命同意について、原案のとおり任命同意

されました。 
 
 
 

◎議案第４号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第５、議案第４号 五霞町個人情報保護法施行条例を議

題といたします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第４号 五霞町個人情報保護法施行条例について御提案を申し上

げます。 
個人情報の保護に関する法律の改正に伴いまして、個人情報保護制度が法に一元化され、
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全国的に共通ルールとして適用されることとなったため、現行の関係条例を廃止して、新た

に条例を制定するものでございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては、常任委員会

において御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第４号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委員

会議案審査付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第４号 五霞町個人情報保護法施行条例は、付託一覧表のとおり所管の常任

委員会へ付託することに決しました。 
 
 
 

◎議案第５号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第６、議案第５号 五霞町行政不服審査会条例等の一部

を改正する条例を議題とします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（染谷森雄君）議案第５号 五霞町行政不服審査会条例等の一部を改正する条例につ

いて御提案を申し上げます。 
先ほどの個人情報の保護に関する法律の改正によりまして、新たに五霞町個人情報保護

法施行条例を改定することに伴いまして、影響を受ける関係条例の一部を改正するもので

ございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては常任委員会に

おいて御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第５号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委員

会議案審査付託一覧表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第５号 五霞町行政不服審査会条例等の一部を改正する条例は、付託一覧表

のとおり、所管の常任委員会へ付託することに決しました。 
 
 
 

◎議案第６号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第７、議案第６号 五霞町職員の定年等に関する条例の

一部を改正する条例を議題といたします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第６号 五霞町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

について御提案を申し上げます。 
地方公務員の定年について、国家公務員の定年と同様に、令和５年度以降、２年に１歳ず

つ段階的に引き上げることを踏まえ、条例の一部を改正するものでございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては常任委員会に

おいて御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第６号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委員

会議案審査付託一覧表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
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よって、議案第６号 五霞町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例は、付託一

覧表のとおり、所管の常任委員会へ付託することに決しました。 
 
 
 

◎議案第７号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第８、議案第７号 五霞町特別職の職員で常勤のものの

給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第７号 五霞町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。 
本年度の人事院勧告に基づく国家公務員にかかわる特別職の職員の給与に関する法律の

一部を改正する法律が公布されたことに伴い、国家公務員の特別職と同様の措置を実施す

るため、条例の一部を改正するものでございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては常任委員会に

て御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第７号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委員

会議案審査付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第７号 五霞町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例は、付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託することに決しまし

た。 
 
 
 

◎議案第８号の上程、説明、質疑、委員会付託 
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○議長（新井 庫君）続いて、日程第９、議案第８号 五霞町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例及び五霞町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○議長（新井 庫君）議案第８号 五霞町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及

び五霞町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について御提案

を申し上げます。 
人事院勧告に基づく国家公務員にかかわる一般職の職員の給与に関する法律及び一般職

の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部を改正する法律が公布されたこと

に伴いまして、国家公務員と同様の措置を実施するため条例の一部を改正するものでござ

います。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては、常任委員会

において御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第８号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委員

会議案審査付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第８号 五霞町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び五霞町

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例は、付託一覧表のとおり

所管の常任委員会へ付託することに決しました。 
 
 
 

◎議案第９号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第 10、議案第９号 五霞町会計年度任用職員の給与、

費用弁償、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
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町長。 
○町長（染谷森雄君）議案第９号 五霞町会計年度任用職員の給与、費用弁償、勤務条件等

に関する条例の一部を改正する条例について御提案を申し上げます。 
生活安全課に防災危機管理専門員を置きます。また、教育委員会に適応指導教室指導員を

設置するために、この条例の一部を改正するものでございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては常任委員会に

おいて御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第９号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委員

会議案審査付託一覧表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第９号 五霞町会計年度任用職員の給与、費用弁償、勤務条件等に関する条

例の一部を改正する条例は、付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託することに決し

ました。 
 
 
 

◎議案第１０号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第 11、議案第 10 号 地方公務員法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題とします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第 10 号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例について御提案を申し上げます。 
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、定年に関する規定のほか、所要

の整備が必要となった関係条例についてを改正するものでございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては常任委員会に

おいて御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
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○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第 10 号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委

員会議案審査付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異

議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 10 号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例は、付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託することに決しました。 
 
 
 

◎議案第１１号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第 12、議案第 11 号 五霞町国民健康保険条例の一部を

改正する条例を議題といたします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第 11 号 五霞町国民健康保険条例の一部を改正する条例につい

て御提案を申し上げます。 
国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、出産育児一時金の支給額が

改定されたことに伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細については、常任委員会にお

いて御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 

議案第 11 号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委員
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会議案審査付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 11 号 五霞町国民健康保険条例の一部を改正する条例は、付託一覧表の

とおり所管の常任委員会へ付託することに決しました。 
 
 
 

◎議案第１２号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第 13、議案第 12 号 五霞町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第 12 号 五霞町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。 
民法等の一部を改正する法律が令和４年 12 月 16 日に施行され、関係する児童福祉法施

行規則等についても改正が行われ、同日施行されたことに伴いまして、本条例において懲戒

権に関する規定の改正を行うものでございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては常任委員会に

おいて御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第 12 号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委

員会議案審査付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異

議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 12 号 五霞町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例は、付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付
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託することに決しました。 
 
 
 

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第 14、議案第 13 号 五霞町放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第 13 号 五霞町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について御提案を申し上げます。 
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が、令和５年４月１

日から施行されることに伴いまして、放課後児童健全育成事業の運営に関する基準に児童

の安全確保の規定が明確化されたことから、本条例の一部を改正するものでございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては常任委員会に

おいて御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で、説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第 13 号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委

員会議案審査付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異

議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 13 号 五霞町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例は、付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託すること

に決しました。 
 
 
 

◎議案第１４号の上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第 15、議案第 14 号 五霞町家庭的保育事業等の設備及
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び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 
町長から提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第 14 号 五霞町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について御提案申し上げます。 
民法等の一部を改正する法律が、令和４年 12 月 16 日に施行され、関係する児童福祉法

施行規則等についても改正が行われ、同日施行されたことに伴い、本条例において懲戒権に

関する規定の改正を行うものでございます。 
また、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部も改正する省令が、令和５年４

月１日から施行されることに伴い、家庭的保育事業等の運営に関する基準に児童の安全確

保の規定が明確化されたことから、本条例の一部を改正するものでございます。 
本定例会には、常任委員会が予定されておりますので、詳細につきましては、常任委員会

において御説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 
○議長（新井 庫君）以上で、説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第 14 号は、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いたしております常任委

員会議案審査付託一覧表のとおり、所管の常任委員会へ付託いたしたいと思いますが、御異

議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 14 号 五霞町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例は、付託一覧表のとおり、所管の常任委員会へ付託することに決し

ました。 
 
 
 

◎議案第１５号～議案第２１号の一括上程、説明、質疑、委員会付託 
○議長（新井 庫君）お諮りいたします。 
日程第 16、議案第 15 号 令和４年度五霞町一般会計補正予算（第７号）から日程第 22、

議案第 21 号 令和４年度五霞町水道事業会計補正予算（第４号）までは、各会計の補正予

算で関連しておりますので、一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございません
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か。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
議案第 15 号から議案第 21 号までを一括して議題といたします。 
町長からそれぞれ提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）議案第 15 号 令和４年度五霞町一般会計補正予算（第７号）、議案第

16 号 令和４年度五霞町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、議案第 17 号 令和４

年度五霞町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）、議案第 18 号 令和４年度五霞町

介護保険事業特別会計補正予算（第３号）、議案第 19 号 令和４年度五霞町公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）、議案第 20 号 令和４年度五霞町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）、議案第 21 号 令和４年度五霞町水道事業会計補正予算（第４号）に

つきまして、一括して御提案を申し上げます。 
初めに、議案第 15 号 令和４年度五霞町一般会計補正予算（第７号）ですが、既定の歳

入歳出予算の総額からそれぞれ 4,392 万 9,000 円を減額し、総額をそれぞれ 51 億 8,513 万

1,000 円とするものでございます。 
次に、議案第 16 号 令和４年度五霞町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）ですが、

既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ 3,074 万 9,000 円を減額し、総額をそれぞれ 10 億

9,035 万 8,000 円とするものでございます。 
次に、議案第 17 号 令和４年度五霞町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）です

が、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 710 万 9,000 円を追加し、総額をそれぞれ２億

3,190 万円とするものでございます。 
次に、議案第 18 号 令和４年度五霞町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）ですが、

既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ 4,897 万円を減額し、総額をそれぞれ７億 6,682 万

9,000 円とするものでございます。 
次に、議案第 19 号 令和４年度五霞町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）ですが、

既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ 4,122 万 4,000 円を減額し、総額をそれぞれ６億

176 万 3,000 円とするものでございます。 
次に、議案第 20 号 令和４年度五霞町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）です

が、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４万円を追加し、総額をそれぞれ１億 9,808 万

3,000 円とするものでございます。 
次に、議案第 21 号 令和４年度五霞町水道事業会計補正予算（第４号）ですが、収益的収

入及び支出において、収入・支出ともに 397 万円を増額するものでございます。また、資本

的収入及び支出において、収入から 6,788 万 6,000 円、支出から 6,601 万 5,000 円を減額す

るものでございます。 
これら各会計の補正につきましては、本定例会には常任委員会が予定されておりますの
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で、詳細につきましては常任委員会において御説明申し上げますので、よろしくお願いをい

たします。 
○議長（新井 庫君）以上で説明が終わりました。 
これより質疑に入ります。 
質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）質疑なしと認めます。 
質疑を終結いたします。 
お諮りいたします。 
議案第 15 号から議案第 21 号までは、会議規則第 37 条の規定により、お手元へ配付いた

しております常任委員会議案審査付託一覧表のとおり所管の常任委員会へ付託いたしたい

と思いますが、御異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 15 号 令和４年度五霞町一般会計補正予算（第７号）から議案第 21 号 

令和４年度五霞町水道事業会計補正予算（第４号）までは、付託一覧表のとおり所管の常任

委員会へ付託することに決しました。 
 
 
 

◎議案第２２号～議案第２８号の一括上程、説明 
○議長（新井 庫君）お諮りいたします。 
日程第 23、議案第 22 号 令和５年度五霞町一般会計予算から日程第 29、議案第 28 号 

令和５年度五霞町農業集落排水事業会計予算までは、各会計の当初予算で関連しておりま

すので、一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 22 号から議案第 28 号までを一括して議第といたします。 
なお、本案件に関する参考資料の配付依頼がありましたので、お手元に配付しております。 
町長からの提案理由の説明を求めます。 
町長。 

○町長（染谷森雄君）それでは、議案第 22 号から議案第 28 号までは、令和５年度の予算

の案件でございますが、これにつきましては、お手元の令和５年度の予算編成方針、この文

書を配付させていただいておりますので、それの朗読をもって提案とさせていただきたい

と思います。 
令和５年度の予算編成における基本的な考え方について申し上げます。 
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令和５年４月 30 日をもって、私自身、町長としての任期が満了となることから、一般会

計は骨格予算として編成をしました。新規事業や政策的な経費については、新しい執行部に

はお任せをしたいと思います。 
この骨格予算につきましては、次のような事業を計上しております。 
まず、人件費、扶助費、公債費などの義務的な経費。また、子育てや高齢者、障害者の生

活支援事業などの行政サービスを維持していく上で必要な経費です。次に、学校整備事業や

地方創生推進事業など、政策的な経費であっても継続して行っている事業です。さらに、ご

み処理、また公共交通の維持などの当初予算に計上しなければ、住民サービスに影響を及ぼ

すと認められる経費でございます。加えて、電算機器リース料などの債務負担行為を設定し

ている事業も計上しております。 
また一方、特別会計、企業会計予算については、それぞれの設置目的に従い年間予算を編

成しております。 
そして、令和５年度の予算は、自主財源の根幹をなす町税については、ウィズコロナのも

とで各種政策の効果もあって、町民税は緩やかな回復基調が見られるものの、固定資産税の

減収が見込まれることから、町税全体では減収が見込まれます。その反面、交付金や地方交

付税など、依存財源については増加額が見込まれるものの、国際情勢や金融市場の状況、物

価高などによる景気の下振れなど予断を許さない状況でございます。 
一方、第６次五霞町総合計画第Ⅰ期基本計画の４年目に当たります。高齢者や障害者福祉、

子育て支援、教育環境の充実、安心・安全対策、人口減少や少子高齢化対策など、さまざま

な課題への対応が求められています。 
そこで、効率的な行政運営で健全な財政運営を維持するため、「五霞町まちのしごと改革

大綱」に基づき、質の高い行政サービスの提供に配慮しつつ、内部管理経費の削減にも努め

るとともに、共創、住民とともにつくるですね。この共創のまちづくりの推進を図ってまい

ります。 
また、老朽化が進む公共施設やインフラへの対応につきましては、公共施設等総合管理計

画等に基づき、計画的に改修、修繕、統廃合を進めてまいります。 
このような方針に基づいて編成された令和５年度の一般会計予算の規模は、54 億 3,000

万円で、前年度より 26.3％の増となっており、７億 6,257 万 8,000 円の財源不足が生じる

ものと見込まれますことから、町債の借り入れや財政調整基金の繰り入れにより対応する

ものといたしました。 
また、一般会計予算に国民健康保険などの３会計の特別会計を加えた予算の総額は、74

億 8,000 万円となっており、前年度に比べ２億 6,669 万 6,000 円、3.7％の増となっており

ます。 
水道会計につきましては、一般会計からの多額の資金が必要となっていますので、公営企

業本来のあり方に即した健全な経営を行うべく、更なる経営改革に努める必要があります。 
また、令和５年度から公共下水道事業並びに農業集落排水事業についても、企業会計へ移
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行しており、企業会計全体の予算規模は、損益勘定で資本勘定の合計で 24 億 8,626 万 6,000
円で、前年度に比べ 14 億 7,799 万円の増となっております。 
編成させていただきました令和５年度予算の主な事業につきましては、この後、設置が予

定されております予算特別委員会で予算書及び予算の概要に基づき、詳細に御説明させて

いただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 
以上でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（新井 庫君）続いて、各担当課長から各会計予算の補足説明を願うところでありま

すが、予算特別委員会への付託を予定しておりますので、補足説明を省略したいと思います

が、御異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認め、補足説明は省略いたします。 
以上で、各会計予算についての説明が終わりました。 

 
 
 

◎発議第１号の上程、説明、採決 
○議長（新井 庫君）日程第 30、発議第１号 五霞町議会予算特別委員会の設置を議題と

いたします。 
本案の提出者であります宇野進一君から提案理由の説明を求めます。 
宇野進一君。 

〔８番 宇野進一君 登壇〕 
○８番（宇野進一君）皆さん、改めましておはようございます。 
８番議員の宇野です。 
発議第１号 五霞町議会予算特別委員会の設置に関する提案理由を申し上げます。 
令和５年度予算を審査するに当たり、我々議会といたしましては、昨今の燃料費を含めた

生活物資の値上げなど、厳しい状況下にあっても、町民が安心で安全な生活が送れることを

最優先事項と考えております。 
予算編成に当たっては、前年度と同様、限られた財源で最大限の効果を発揮し、引き続き、

持続可能な行政運営が図られますよう、予算の更なる有効活用を望むものであります。 
つきましては、令和５年度の当初予算は、骨格予算となりますが、慎重に審査すべきもの

と考え、予算特別委員会の設置を別紙のとおり提案いたします。 
議員各位には、御理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（新井 庫君）以上で、説明が終わりました。 
お諮りいたします。 
本案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございません

か。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、本案は直ちに採決することに決しました。 
発議第１号を採決いたします。 
本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、発議第１号 五霞町議会予算特別委員会の設置は、原案のとおり可決されました。 

 
 
 

◎議案第２２号～議案第２８号の委員会付託 
○議長（新井 庫君）お諮りいたします。 
議案第 22 号 令和５年度五霞町一般会計予算から議案第 28 号 五霞町農業集落排水事

業会計予算までの令和５年度各会計予算については、９人の委員で構成する予算特別委員

会へ付託し、審査することに御異議ございませんか。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、議案第 22 号から議案第 28 号までは付託一覧表のとおり、予算特別委員会へ付

託することに決しました。 
 
 
 

◎発議第２号の上程、説明、採決 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第 31、発議第２号 五霞町議会の個人情報の保護に関

する条例を議題といたします。 
本案の提出者であります宇野進一君から提案理由の説明を求めます。 
宇野進一君。 

〔８番 宇野進一君 登壇〕 
○８番（宇野進一君）８番議員の宇野です。 
発議第２号 五霞町議会の個人情報の保護に関する条例について、提案理由を申し上げ

ます。 
令和３年５月に個人情報保護法が改正され、令和５年４月１日から地方公共団体の個人

情報保護制度は、個人情報保護法に基づく全国的な共通ルールが直接適用されることとな

ります。 
しかし、地方議会は適用対象外となるため、独自の個人情報保護制度に関するルールを地
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方議会ごとに設けることが必要となります。 
そのため、五霞町議会における個人情報の適正な取り扱いを確保するために、執行機関に

おける共通ルールを踏まえ、別紙のとおり条例を定めるものです。 
議員各位には、条例制度に関して、御理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 
以上です。 

○議長（新井 庫君）以上で、説明が終わりました。 
お諮りいたします。 
本案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございません

か。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、本案は直ちに採決することに決しました。 
発議第２号を採決いたします。 
本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、発議第２号 五霞町議会の個人情報の保護に関する条例は原案のとおり可決さ

れました。 
 
 
 

◎休会の件 
○議長（新井 庫君）続いて、日程第 32、休会の件を議題といたします。 
委員会審査及び議案調査の都合により、３月４日から３月 13 日まで、本会議を常任委員

会及び特別委員会の開催並びに議案調査のため休会としたいと思います。 
この件に関し、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
○議長（新井 庫君）御異議なしと認めます。 
よって、３月４日から３月 13 日まで本会議を休会いたします。 

 
 
 

◎散会の宣告 
○議長（新井 庫君）以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 
これにて散会いたします。 
御苦労さまでした。 
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散会 午前１０時５９分 

  



- 28 - 
 

 


